
循環器疾患対策小委員会設置要項 

新 旧 

循環器疾患対策小委員会設置要項 

１ 目 的 

本道の脳卒中・心臓病その他の循環器病に係る必要事項を検討するため、北海

道総合保健医療協議会地域保健専門委員会に循環器疾患対策小委員会（以下「委

員会」）を設置する。 

 

２ 所掌事項 

委員会は、次の事項について協議する。 

 （１）北海道医療計画に基づく、脳卒中、急性心筋梗塞の医療連携の推進方策

に関すること 

 （２）脳卒中、急性心筋梗塞の医療機能を担う医療機関の公表基準などの検証

に関すること 

 （３）「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他循環器病に係る

対策に関する基本法」第 11 条に規定する、本道における循環器病対策の

推進に関する計画の推進等に関すること 

 （４）その他、総合的な循環器病対策の推進に関すること。 

 

３  略 

 

４ 運 営 

（１）委員会は、委員長が招集する。なお、疾病や対策分野毎に、関係する委員

を招集し委員会を開催することができるものとする。 

（２）～（６） 略  

 

１ この要項は、平成２０年５月２８日から施行する。 

２ この要項は、平成２３年７月２７日から施行する。 

３ この要項は、平成２７年８月５日から施行する。 

４ この要項は、令和３年３月１９日から施行する。 
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